
   明和町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、社会福祉法人等が行う生活困難者及び生活保護法（昭和 25年

法律第 144号）第６条第１項に規定する被保護者（以下「生活保護受給者」とい

う。）に対する利用者負担の軽減及び助成事業の実施について必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「対象サービス」とは、介護保険法（平成９年法律第 123

号。以下「法」という。)の規定に基づく次に掲げるサービスをいう。 

 (1) 法第８条第２項に規定する訪問介護 

 (2) 法第８条第７項に規定する通所介護 

 (3) 法第８条第９項に規定する短期入所生活介護 

 (4) 法第８条第 15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 (5) 法第８条第 16項に規定する夜間対応型訪問介護 

 (6) 法第８条第 17項に規定する認知症対応型通所介護 

 (7) 法第８条第 18項に規定する小規模多機能型居宅介護 

 (8) 法第８条第 21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 (9) 法第８条第 22項に規定する複合型サービス 

 (10) 法第８条第 26項に規定する介護福祉施設サービス 

 (11) 法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護 

 (12) 法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護 

 (13) 法第８条の２第９項に規定する介護予防短期入所生活介護 

 (14) 法第８条の２第 15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 

 (15) 法第８条の２第 16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 

２ この告示において「利用者負担額」とは、次の各号に掲げる対象サービスの区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。 

 (1) 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び介護

予防訪問介護 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

12年厚生省告示第 19号。以下「居宅算定基準」という。）、指定地域密着型サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18年厚生労働省告示第 126

号。以下「地域密着型算定基準」という。）及び指定介護予防サービスに要する

費用の額の算定に関する基準（平成 18年厚生労働省告示第 127号。以下「介護

予防算定基準」という。）により算定した費用の額（現に要した費用の額が、当

該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とす

る。）から、当該サービスに係る法第 40条第１号に規定する居宅介護サービス

費、同条第２号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第３号に規定する地域

密着型介護サービス費、同条第４号に規定する特例地域密着型介護サービス費、



法第 52条第１号に規定する介護予防サービス費又は同条第２号に規定する特例

介護予防サービス費を控除した額 

 (2) 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護及び介護予防認知症対応

型通所介護 次に掲げる額の合算額とする。 

  ア 居宅算定基準、地域密着型算定基準、介護予防算定基準及び指定地域密着型

介護予防サービスに要する費用の算定に関する基準（平成 18年厚生労働省告

示第 128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。）により算定した

費用の額（現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回っ

たときは、現に要した費用の額とする。）から、当該サービスに係る法第 40

条第１号に規定する居宅介護サービス費、同条第２号に規定する特例居宅介護

サービス費、同条第３号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第４号に

規定する特例地域密着型介護サービス費、法第 52条第１号に規定する介護予

防サービス費、同条第２号に規定する特例介護予防サービス費、同条第３号に

規定する地域密着型介護予防サービス費又は同条第４号に規定する特例地域密

着型介護予防サービス費を控除した額 

  イ 食事の提供に要する費用 

 (3) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 次に掲げる額の合算額とす

る。 

  ア 居宅算定基準及び介護予防算定基準により算定した費用の額（現に要した費

用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費

用の額とする。）から、当該サービスに係る法第 40条第１号に規定する居宅

介護サービス費、同条第２号に規定する特例居宅介護サービス費、法第 52条

第１号に規定する介護予防サービス費又は同条第２号に規定する特例介護予防

サービス費を控除した額 

  イ 食事の提供に要する費用から法第 40条第 12号に規定する特定入所者介護サ

ービス費、同条第 13号に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第 52条

第 10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第 11号に規定する

特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額 

  ウ 滞在に要する費用から法第 40条第 12号に規定する特定入所者介護サービス

費、同条第 13号に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第 52条第 10

号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第 11号に規定する特例

特定入所者介護予防サービス費を控除した額 

 (4) 小規模多機能型居宅介護、複合型サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介

護 次に掲げる額の合算額とする。 

  ア 地域密着型算定基準及び地域密着型介護予防算定基準により算定した費用の

額（現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったとき

は、現に要した費用の額とする。）から、当該サービスに係る法第 40条第３



号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第４号に規定する特例地域密着

型介護サービス費、法第 52条第３号に規定する地域密着型介護予防サービス

費又は同条第４号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額 

  イ 食事の提供に要する費用 

  ウ 宿泊に要する費用 

 (5) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次に掲げる額の合算額とする。 

  ア 地域密着型算定基準により算定した費用の額（現に要した費用の額が、当該

基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とす

る。）から、当該サービスに係る法第 40条第３号に規定する地域密着型介護

サービス費又は同条第４号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除し

た額 

  イ 食事の提供に要する費用から法第 40条第 12号に規定する特定入所者介護サ

ービス費又は同条第 13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除し

た額 

  ウ 居住に要する費用から法第 40条第 12号に規定する特定入所者介護サービス

費又は同条第 13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額 

 (6) 介護福祉施設サービス 次に掲げる額の合算額とする。 

  ア 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成 12年厚生

省告示第 21号）により算定した費用の額（現に要した費用の額が、当該基準

により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。）か

ら、当該サービスに係る法第 40条第９号に規定する施設介護サービス費又は

同条第 10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額 

  イ 食事の提供に要する費用から法第 40条第 12号に規定する特定入所者介護サ

ービス費又は同条第 13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除し

た額 

  ウ 居住に要する費用から法第 40条第 12号に規定する特定入所者介護サービス

費又は同条第 13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額 

 （軽減事業） 

第３条 利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は、県並びに明和町（以

下「町」という。）に対して利用者負担軽減の申出を行うものとする。 

２ 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、町から社会福祉法人等利用者

負担軽減確認証(別記様式第１号｡以下「確認証」という｡)を交付された者が対象サ

ービスを利用する際に支払う利用者負担額の４分の１を軽減するものとする。ただ

し、国民年金等の一部を改正する法律（昭和 60年法律第 34号。以下「昭和 60年

国民年金等改正法」という。）附則第 32条第１項の規定によりなお従前の例によ

るものとされた昭和 60年国民年金等改正法第１条の規定による改正前の国民年金

法（昭和 34年法律第 141号）に基づく老齢福祉年金（その全額につき支給が停止



されているものを除く。）の受給権を有している者（以下「老齢福祉年金受給者」

という。）については、利用者負担額の２分の１を軽減するものとする。また、生

活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額を軽減するもの

とする。 

３ 平成 25年８月１日及び平成 26年４月１日施行の生活保護法による保護の基準

（昭和 38年厚生省告示第 158号）の一部改正に伴い生活保護が廃止された者であ

って、廃止時点において本事業の軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の支

給により居住費の利用者負担額がなかった者のうち、引き続き第５条に該当する者

（以下「生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者」という。）については、前項

の規定にかかわらず、居住費以外にかかる利用者負担額については４分の１（老齢

福祉年金受給者は２分の１）を軽減するとともに、居住費にかかる利用者負担額に

ついては全額とする。 

 （高額介護サービス費の適用） 

第４条 法第 51条に規定する高額介護サービス費及び法第 61条に規定する高額介護

予防サービス費の支給並びに法第 51条の２に規定する高額医療合算介護サービス

費及び法第 61 条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給の適用は、

前条第２項の適用を行った後の利用者負担に対して支給するものとする。ただし、

その際に、第２条第１項第４号、第７号から第 10号に規定するサービスを受ける

者で、利用者負担第２段階（法第 51条の３第２項第１号に規定する食費の負担限

度額が１日につき 390円となるもの）の者のサービス費に係る利用者負担について

は、本事業の軽減の対象としない。 

 （軽減対象者） 

第５条 軽減の対象者は、法第 41条第１項に規定する要介護被保険者（以下「要介

護被保険者」という｡)又は法第 53条第１項に規定する居宅要支援被保険者（以下

「居宅要支援被保険者」という。）のうち、その属する世帯の世帯主及びすべての

世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度（居宅サービス等があった月が４

月から７月の場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和 25年法律第 226号）

の規定による市町村民税（所得割を除く｡)が課せられていない者又は明和町税条例

（昭和 30年明和村条例第 43号）で定めるところにより町民税を免除された者（以

下「市町村民税世帯非課税者」という。）であり、かつ、以下に掲げる要件をすべ

て満たす者とする。 

 (1) 年間収入が単身世帯で 150万円以下とし、世帯員が１人増えるごとに 50万円

を加算した額以下であること。 

 (2) 預貯金等の額が単身世帯で 350万円以下とし、世帯員が１人増えるごとに 100

万円を加算した額以下であること。 

 (3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利

用し得る資産を所有していないこと。 



 (4) 利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

 (5) 介護保険料を滞納していないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法（平成９年法律第 124号。以下「施

行法」という。）第 13条第１項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が５パ

ーセント以下の者は対象としないが、施行法第 13条第５項第２号に規定するユニ

ット型個室の居住費に係る利用者負担額については、利用者負担割合が５パーセン

ト以下の者であっても、軽減の対象とする。また、生活保護受給者及び生活扶助基

準見直しに伴う特例措置対象者についても軽減の対象とする。 

３ 明和町長（以下「町長」という。）は、前項に掲げる者のほか、特に生計が困難

であると認められる者を軽減の対象者とすることができる。 

 （助成額) 

第６条 助成の額は、社会福祉法人等が行った利用者負担を軽減した総額のうち、当

該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入（軽減対象となるものに係るす

べての利用者負担であって、軽減対象者ではない者の利用者負担分を含むものとす

る。）の１パーセントを超えた部分について、その２分の１の範囲内とする。ただ

し、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスに係る

利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運

営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が 10パーセントを超える部

分については、全額を助成する。 

 （確認証の申請及び認定) 

第７条 軽減を受けようとする者は､社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

(別記様式第２号。以下「申請書」という。）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により申請した者が、第５条に規定する軽減対象者であると

認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書（別記様式第３号。

以下「決定通知書」という。）により速やかに通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を速や

かに交付するものとする。 

 （確認証の有効期限) 

第８条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度（確認証を

発行した月が４月から７月の場合にあっては、当該月の属する年度）の７月 31日

までとする。 

 （確認証の更新） 

第９条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き軽減を受

けようとする場合は、確認証の更新を申請することができる。 

２ 前項の申請をしようとする者は、有効期限満了の 14 日前までに確認証を添えて、

申請書を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、確認証の更新の承認及び非



承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。 

４ 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やか

に交付するものとする。 

 （確認証の再交付） 

第 10 条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。 

２ 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申

請書（別記様式第４号。以下「再交付申請書」という。）を町長に提出しなければ

ならない。 

３ 確認証を破損した場合は、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければな

らない。 

４ 町長は、第２項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証

を再交付するものとする。 

 （住所等の変更） 

第 11条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届（別記様式第５号）を町長に

提出しなければならない。 

 （確認証の返還） 

第 12条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅

滞なく確認証を町長に返還しなければならない。 

 (1) 確認証の交付を受けた者が町の介護保険の被保険者でなくなったとき。 

 (2) 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。 

 (3) その他確認証を必要としなくなったとき。 

２ 町長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、

確認証を返還させることができる。 

 (1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。 

 (2) 虚偽の届け出を行う等不正な行為があったとき。 

 （サービスの利用） 

第 13条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するに当たり、当該サー

ビスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額

から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。 

 （委任） 

第 14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成 21 年４月１日から施行し、平成 21 年４月１日以降の対象

サービスの利用から適用する。 

 （平成 21 年４月の介護報酬改定に伴う特例措置） 



２ この告示の施行の日から平成 23 年３月 31 日までの間における利用者負担額

（食事の提供に要する費用、滞在に要する費用、宿泊に要する費用及び居住に

要する費用を除く。）に係る第３条第２項の規定の適用については、同項中

「４分の１」とあるのは「28％」と、「２分の１」とあるのは「53％」と読み

替えるものとする。 

   附 則（平成 23 年６月１日告示第 28 号） 

 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の明和町社会福祉法

人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は、平成 23 年４月

１日から適用する。 

   附 則（平成 26 年 11 月 10 日告示第 48 号） 

 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の明和町社会福祉法

人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は、平成 26 年４月

１日から適用する。 


